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＊電話のかけ間違いが多く発生しています。おかけ間違いのないようお願いします。 くらしの情報

市民の暮らしをサポート

くらしの
情報
くらしの
情報

市民税・県民税
の申告はお済みですか

にご質問ください！
税務相談 チャットボット

「税務職員ふたば」

申告期限は3月15日㈫です。

◆原動機付自転車、小型特殊自動車の手続きに必要なもの

可能な限り郵送での申告をお願いします。

申請場所：第一本庁舎４階　市民税課１番窓口

◆原動機付自転車、小型特殊自動車以外の車両の手続きは、
　以下の申請先へ確認してください。

問い合わせ…市民税課　i048-259-7634、7635、7636、7245
所得税の確定申告に関する問い合わせ…

川口税務署 i048-252-5141（代表）
西川口税務署 i048-253-4061（代表）

受付日時 受付場所

第一本庁舎５階 ５０１大会議室9：00～16：003月15日㈫まで

問い合わせ…市民税課　i048-259-7633  k048-258-1609

スマホでのご利用はこちらから▶
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税務職員　ふたば

市民税・県民税の郵送申告を希望するかたで申告書が手元に無
い場合は申告書と返信用封筒をお送りしますので、お問い合わ
せください。

軽自動車などの
廃車・名義変更の
手続きは３月中に

軽自動車税は毎年４月１日に原動機付自転車、バイク、軽自動車などを
所有されているかたに課税されます。軽自動車などを廃棄処分したか
た、紛失したかた、盗まれたかた、譲渡したかた、市外に転出したかたで、
廃車・名義変更などの手続きを済ませていないかたは、３月３１日㈭まで
に手続きしてください。

●会場入り口での検温や手指の消毒、マスク着用など感染症対策にご協
力をお願いします。
※検温により発熱（３７．５度以上）の症状があるかたは入場をお断りします。
●できるだけ公共交通機関をご利用ください。やむを得ず車でお越しにな
る場合は、仮設平面駐車場をご利用ください。
●混雑状況に応じて入場制限または受け付けを中止する場合があります。
最新の情報は市ホームページでご確認ください。

申告会場に来場されるかたへのお願い

車種 申請・問い合わせ先
125ccを超える2輪車

3輪・4輪の軽自動車

関東運輸局 埼玉運輸支局　　i050-5540-2026

軽自動車検査協会 埼玉事務所 i050-3816-3110

旧ナンバー：川口市以外旧ナンバー：川口市
旧所有者が廃車していない

旧所有者廃車済

名義変更

身分証明書（届出者）
標識（ナンバー）
標識交付証明書
譲渡証明書
廃車申告受付書
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所得税の確定申告に関するお悩みは

検索

「税務相談チャットボット」は、AI（人工知能）を
活用しており、システムで自動応答します。
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▲防災体制認定
　マンション制度

川口市マンション管理適正化推進条例が施行されます
区分所有マンション（分譲マンション）

分譲マンションの
管理状況の定期報告

３階建て以上の分譲マンションの管理者などに対して、管理状
況の報告を義務付けています。市は報告内容から管理不全の兆
候が見られた場合に助言、指導、勧告および公表を行います。

※おおむね５年に１度を予定。対象者あてに市から書類を送付します。
※この助言や指導などは、分譲マンションの管理や運営に対して行う
ものであり、住民間のトラブルや他法令の違反に対して行うもので
はありません。

防災体制認定マンション制度
防災組織の結成、防災訓練の実施や
防災備蓄倉庫の設置など、防災体制
に優れた分譲マンションを市が認定
します。

管理組合・居住者同士のコミュニティや地域とのコミュニティの形成
日常的なトラブルの防止や、防災・防犯対策に重要な分譲マンション内コミュニティを、管理組合や居住者同士が積極的に形成する
よう努力義務を定めています。また、分譲マンション内のコミュニティのみならず、地域社会の一員として、マンション以外の地域住
民との良好なコミュニティを築く努力義務も定めています。

不適切な資材置場の設置・管理の防止を図り、市民生活の安全の確保と生活環境の保全に
寄与することを目的として「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例」が制定されました。

1

2

3

市ホームページや不動産広告などで認定を受け
ていることをPRすることができます。
また、管理組合の総会などで防災体制の強化への
賛同を得やすくなるメリットも期待できます。

これにより、分譲マンションの管理不全を予防し、
適正な管理を促進します。

対象
▲条例の詳細はこちら
　(市ホームページ)

川口市資材置場の設置等の規制に関する条例

資材置場の設置には

許可が必要です！
令和４年７月１日以降に５００㎡以上の資材置場の設置に係る工事に着手しようとす
るときは、市長の許可を受けなければなりません。
また、許可の対象外となる資材置場(※)を設置・管理する場合においても、許可基準
を遵守するよう努めなければなりません。
※具体的な対象や許可基準は市ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。

違反をすると

罰則の対象になります！
無許可で資材置場を設置した者は、勧告・措置命令の対象となります。
措置命令に違反した者は罰則（３０万円以下の罰金）の対象となります。
※届出等の違反も罰則（５万円以下の過料）の対象となります。

問い合わせ…開発審査課　i048-242-6347　k048-285-2003

問い合わせ…住宅政策課　i048-229-7805　k048-285-2003

▲許可基準など制度の
　詳細はこちら
　（市ホームページ）

令和4年
7月1日施行

▲管理状況の
　定期報告制度

条例で定めた ３つのポイント
令和4年

4月1日施行


